
議第９号

高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和５年３月１日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

国民健康保険法施行令等の改正に伴い改正しようとする。



高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例

高山市国民健康保険条例（昭和５６年高山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（出産育児一時金） （出産育児一時金）

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児

一時金として１件につき４０万８千円を支給

する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正

１５年勅令第２４３号)第３６条の規定を勘

案し、必要があると認めるときは、規則で定

めるところにより、これに３万円を上限とし

て加算するものとする。

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児

一時金として１件につき４８万８千円を支給

する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正

１５年勅令第２４３号)第３６条の規定を勘

案し、必要があると認めるときは、規則で定

めるところにより、これに３万円を上限とし

て加算するものとする。

２ （略） ２ （略）

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

第１３条の６の１２ 第１３条の６の３又は第

１３条の６の７の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世

帯に属する場合には、第１３条の６の３の後

期高齢者支援金等賦課額と第１３条の６の７

の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をい

う。第１７条及び第１８条において同じ。）

は、２０万円を超えることができない。

第１３条の６の１２ 第１３条の６の３又は第

１３条の６の７の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世

帯に属する場合には、第１３条の６の３の後

期高齢者支援金等賦課額と第１３条の６の７

の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をい

う。第１７条及び第１８条において同じ。）

は、２２万円を超えることができない。

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額）

第１８条 次の各号に該当する納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は、第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額

から、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が６５万円を

超える場合には、６５万円）とする。

⑴ （略）

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得

第１８条 次の各号に該当する納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は、第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額

から、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が６５万円を

超える場合には、６５万円）とする。

⑴ （略）

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得



金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額）に、２８

万５千円に当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得

た額を加算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者であつて前号に該当す

る者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額

ア・イ （略）

⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあつては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に、５

２万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合

には、その発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る保

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加えた金額）に、２９

万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であつて前号に該当する者

以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額と

を合算した額

ア・イ （略）

⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあつては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に、５

３万５千円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生し

た場合には、その発生した日とする。）現

在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に



険料の納付義務者であつて前２号に該当す

る者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額

ア・イ （略）

係る保険料の納付義務者であつて前２号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額

ア・イ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又

は第１３条の２」とあるのは「第１３条の６

の３又は第１３条の６の７」と、「６５万円」

とあるのは「２０万円」と、前項中「第１３

条」とあるのは「第１３条の６の６」と読み

替えるものとする。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又

は第１３条の２」とあるのは「第１３条の６

の３又は第１３条の６の７」と、「６５万円」

とあるのは「２２万円」と、前項中「第１３

条」とあるのは「第１３条の６の６」と読み

替えるものとする。

４ （略） ４ （略）

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出）

第２２条の２ 特例対象被保険者等の属する世

帯の世帯主は、特例対象被保険者等の雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定する雇用保

険受給資格者証の提示を求められた場合にお

いてはこれを提示して、市長に届け出なけれ

ばならない。

第２２条の２ 特例対象被保険者等の属する世

帯の世帯主は、特例対象被保険者等の雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定する雇用保

険受給資格者証又は同令第１９条第３項に規

定する雇用保険受給資格通知の提示を求めら

れた場合においてはこれを提示して、市長に

届け出なければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の高山市国民健康保険条例第５条の規定は、この条例の施行の日以後の

出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。



３ この条例による改正後の高山市国民健康保険条例第１３条の６の１２及び第１８条の規定は、

令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、令和４年度以前の年度分の保険料については

、なお従前の例による。


